
（
居
宅
生
活
支
援
費
・
施
設
訓
練
等
支
援
費
請
求
書
等
の
様
式
）

第
三
条

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
居
宅
生
活
支
援
費
・
施
設
訓
練
等
支
援
費
請
求
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と

お
り
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
の
居
宅
生
活
支
援
費
明
細
書
の
様
式
は
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
る
。

身
体
障
害
者
居
宅
介
護
、
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
又
は
児
童
居
宅
介
護
に
係
る
居
宅
生
活
支
援

費
明
細
書

様
式
第
二

身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

居
宅
生
活
支
援
費
明
細
書

様
式
第
三

身
体
障
害
者
短
期
入
所
、
知
的
障
害
者
短
期
入
所
又
は
児
童
短
期
入
所
に
係
る
居
宅
生
活
支
援

費
明
細
書

様
式
第
四

知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
に
係
る
居
宅
生
活
支
援
費
明
細
書

様
式
第
五

３

前
条
第
三
項
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
明
細
書
の
様
式
は
、
様
式
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。

平成˜œ年š月™›日 月曜日 (号外第�—号)官 報

支
援
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
支
援
費
」
と
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
居
宅
生
活
支
援
費
及
び
施
設
訓
練
等

支
援
費
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
規
定
す
る
居
宅
生
活
支
援
費
を
い
う
。

（
支
援
費
の
請
求
）

第
二
条

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の

五
第
一
項
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

は
、
支
援
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
居
宅
支
援
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
知

的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
支
援

を
い
う
。）の
事
業
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
、
居
宅
生
活
支
援
費
・
施
設
訓
練
等
支
援
費
請
求
書
に
居
宅
生
活
支
援
費

明
細
書
を
添
え
て
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
居
宅
生
活
支
援
費
明
細
書
に
は
、
提
供
し
た
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
居
宅
支
援
、知
的
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
居
宅
支
援（
知

的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
を
除
く
。）又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
居
宅
支
援
の
内
容
の

詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
身
体
障
害
者
更

生
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
の
十
一
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
支
援
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
居
宅
生
活
支
援
費
・
施
設
訓
練
等
支
援
費
請
求
書
に
施
設
訓
練
等
支
援
費
明
細
書
を
添
え
て
、
市
町
村
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
）

第
四
条

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
、
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
又
は
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
（
以
下
「
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。）は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、支
援
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

居
宅
生
活
支
援
費
・
施
設
訓
練
等
支
援
費
請
求
書
、
居
宅
生
活
支
援
費
明
細
書
又
は
施
設
訓
練
等
支
援
費
明
細
書
に

代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も

の
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）の
う
ち
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
第
二
条
第
一
項
の
居
宅
生
活
支
援
費

明
細
書
と
み
な
し
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
支
援
費
の
請
求
日
）

第
五
条

支
援
費
の
請
求
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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